
項目 単位 金額（円）

第４段階の方

第３段階の方

第２段階の方

第１段階の方

朝食代

昼食、おやつ代

夕食代

第４段階の方

第３段階の方

第２段階の方

第１段階の方

健康管理費

（インフルエンザ予防接種代等）

薬価収載されていない医療材料費

理美容代
私物洗濯代
（外部業者に出すクリーニング代）
クラブ活動にかかる物品代
利用者の希望する日用品
（利用者が自ら持込む物品以外）
趣味・嗜好品、外注食の飲食代等

※居住費等の利用者負担段階区分
　・第４段階　第１～３段階以外の方
　・第３段階　市民税非課税世帯の方で下記第２段階以外の方、市民税課税層における特例減額措置が適用となる方
　・第２段階　市民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間８０万円以下の方
　・第１段階　市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方、生活保護を受給されている方

別紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護老人福祉施設池辺　短期入所生活介護利用料金表（1日あたり）　　　　  　平成30年4月1日現在

※地域加算含む

備考

介護報酬に
係る費用

要介護１ 682 742

併設型ユニット型短期入所生活介護費

要介護２ 749 815

要介護３ 822 895

要介護４ 889 968

要介護５ 956 1,041

加算項目

看護体制加算（Ⅰ） 4 5

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 18 20

常勤の正看護師を１名以上配置しているための加算

看護体制加算（Ⅱ） 8 9
看護職員により病院等と連携して２４時間連絡体制を確保し必要に応じ健康管理等を行
う体制を整えている為の加算

医療連携強化加算 58 64
看護職員による定期的な巡視及び、緊急やむを得ない場合の取り決め及び、急変時の
医療提供の合意を得ている場合であって、厚生労働大臣が定める状態にあるもに対し
て介護サービスを行った場合の加算

夜勤帯（１７時～翌９時）における介護職員・看護職員の数が最低基準を１人以上上回っ
ている為の加算

若年性認知症利用者受入加算 120 131
若年性認知症の利用者を受け入れの際、個別で担当者を定め、サービス提供を行った
場合

送迎加算 184 201 自宅まで送迎を行った場合（片道）

緊急短期入所受入加算 90 98
居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所生活介護を緊急
に行った場合

療養食加算※1食あたり 8 9 厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合

在宅中重度者受入加算 413 450 利用者様が利用していた訪問看護を行う事業所に健康管理等を行わせた場合の加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 18 20 介護福祉士が６０％以上配置されているための加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） － － 所定単位数に加算率８．３％を乗じた単位数

減算項目 長期利用者に対する短期入所生活介護 △30 △33
同じ事業所にて連続３０日を超えて短期入所生活介護を受けている場合は、３０日を超
える日以降３０単位が所定単位数から減算

居住費等

居住費（日額）
（建設費用、光熱水費、修繕・維持
費用）

2,700

※各要介護度区分の支給限度基準額の単
位を超えた場合、自費となる日の居住費及
び食費は、減額証の有無に係わらず、第4
段階の料金とさせていただきます。

1,310

820

820

食費

300

580

500

※上記食費の負担限度額（日額）

1,380

650

390

300

その他費用 実費


